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　　　大学入試とエクスターナル・テスティング

米国のrテストに関する審議会」報告書（1970年）の分析

池　田　輝　政＊
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付録資料　報告書個別編の委員提案要旨

は　じ　め　に

　臨時教育審議会の第一次答申（昭和60年）

のなかでr共通テスト」の導入が勧告され，ま

たこの年の10月8日には政府の教育改革推

進閣僚会議で，この答申に沿うr新テスト」の

1989年度実施が了承された。政府主導の大学

入試改革が次第に現実味を帯びてぎつつある

が，これは他方では，国公立大学が共通に利

用する共通第一次学力試験の制度の変更につ

ながるものである。

　過去を振り返れば，入学試験として各大学

が共通に利用するために導入されたテストに

は，進学適1生検査と能研テストがあった。進

学適性検査は昭和22年から7年間，そして能

研テストは昭和38年から6年間実施された

けれども，いずれも短い期間で終わっている。

このように，わが国での定着と発展がみられ

なかったために，このような形態のテスト事

業がどのような意味をもっていたのかを，研

究上の関心から分析し評価するまでにはいた

らなかった。

　しかし，共通第一次試験が昭和54年から実

施されることになって，これと過去の進学適

性検査と能研テスト事業の関係（連続・不連

▼
続 性など）が再び研究関心の視野のなかに

入ってくる契機が生じたといえる。　ところ

が，その共通第一次試験も将来的には変化を

＊大学入試センター研究部　試験制度研究部門

　大学入試センター研究紀要　No．14，1986（昭和61年1月10日受付ク



4 大学入試センター研究紀要　No．14，1986

余儀なくされようとしている。

　制度を短期間に改廃すると，それに関わる

論議は盛んになるけれども，その制度の本質

的な部分，例えば，存在理由とかあるいは社

会的・教育的な機能や効果とかを経験的に

じっくりと観察して理解を深めることが困難

になる。それはその制度そのものを社会が理

解するという基本的な次元を欠くことにつな

がる。

　共通第一次試験が実施されて8年目には

いったが，いまこの制度の改廃が叫ばれるな

かで，この制度の改廃を含めた将来を考える

上で，過去の進学適性検査と能研テスト事業

と関係づけた分析の必要を感じている。しか

し，こうした必要性をいうのは，あくまでも，

行政上の関心とは一線を画する研究上の関心

によるものである。

　この分析に向かう基本的なステヅプとし

て，まず，米国においてテスト事業の改廃に

直面した重要なケースに着目してこれを分析

してみることにする。それは進学適性検査と

能研テスト事業が米国の大学入学のためのテ

スト事業をモデルにしたという事実と，筆者

の関心を明確化する契機がそこに存在すると

いう期待，の2つの理由による。

　その際に，現段階で当面しているわが国の

大学入学者選抜とr共通テスト」の問題に関

連しているもの，すなわち中等教育の普遍化

そして高等教育の大衆化という段階で既に同

様の問題を経験し，その解決に向けて取り組

んだケースを選ぶことにする。本論では，そ

のケースを1967年に設置されたrテストに関

する審議会」（the　Commissio臆on　Tests，以

下ではテスト審議会と略述する）に求めてみ

たい。

蓋．テスト審議会とCEE駐

　テスト審議会を設置したのは現在，ニュー

ヨーク市に本部を置ぎ，大学および高校など

の教育機関が加入する会員制団体のCEEB
（tれe　Co丑lege　Entrance　Examin就ion　B（）a．rd，

大学入試委員会）である。

　CEEBは1900年に創設されて以来40年

ほどは，主として東部周辺の会員私立大学へ

の入学者選抜を援助するためのテスト事業を

営んでいた。そして，この組織が急速に発展

するのは第二次大戦後のことであるが，例え

ば，それを会員資格の基準緩和と主要テスト

事業の拡大にみてみよう。

　会員資格に関する大まかな変遷は以下のよ

うに要約でぎる。（1〉

　01906～1942年1基金への寄附を条件に

　　する会員資格を採用した期間で，排他的

　　なクラブ組織の性格をもっていた。

　　1939年時点の会員校一42大学

　Ol942年IAAU（t厩Amer量c＆nAssod－

　　ation　o｛Univers朧es）の認定大学である

　　ことに資格要件を変更した。

　Ol946年1さらには特定の広域団体によ

　　る認定大学であることに切り替えた。

　　1950年時点の会員校一！l5大学

　O　l954年l　CEEBのテスト利用を大学会

　　員の資格要件に加えた。

　Ol959年1会員資格を中等学校の団体に

　　限定せずに，学校個別に与える政策を

　　とった。ただし，中等学校の会員校数は

　　会員大学数の約1／2（1970年現在）に制

　　限した。

　　1960年の時点の会員大学数一一350校

　　1970年の時点の会員大学数一900校

　1984年現在では，大学の会員資格には基本

的な変更はなく，会員大学数は約1100校（2）

になりある程度の増加があった。こうしてみ
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ると，60年代は会員校の急増期にあたってい

たことがわかる。

　テスト事業は創設時からおこなわれたが，

SAT（S磁olastic　Aptitude　Test，進学適性

テスト）とACH（Ac血ievement　Tests，学力

テスト）を同日に実施するという現在の形の

事業形態，すなわちATP（AdmissionsTest－

ing　Program，大学入学テスト事業）（3〉と略

称されるテスト事業は，1937年に導入され

た。これは最初は奨学生試験として考えられ

たが，その後すぐに入学者選抜のための試験

として発展するようになった。

　このATPは1948年からはETS（Educa－

tiona玉Testing　Service，教育テストサービ

ス）（4〉にその実施面をまかせてぎたが，CEEB

の主宰するテスト事業のなかで最も大規模で

重要なものである。そこで実施されるSAT

の受験者数をざっとした数字でみると，この

テスト事業の拡大の様子がよくわかる。例え

ば，それを高校卒業者に対する割合というこ

とで眺めてみると，！950年では彼らの5％に

満たなかったものが，1960年にその4倍の

20％に達し，70年には30％を超えるまでに

なった。（5〉

　72年以降から84年現在までは少し下降気

味ではあるけれども，それらの年間延べ受験

者数は常に100万人強（6〉で安定している。し

たがって，ATPのテスト事業は50～60年代

に急速に大規模化したことがわかる。

　CEEBの発展を会員数や受験者数という

面でみると，会員集団や受験者集団の質的変

化が50年代，60年代の時期に訪れたことが

推察できるであろう。テスト審議会の設置が

なったのは1967年であるから，それが上記の

ような変化と密接に関係したものであること

は容易に理解でぎるであろう。

2．テスト審議会の設置とその経過

2、豆設置の趣旨

　CEEBのピァソン会長（PearsOR，R．）とそ

のスタッフで審議会事務局長の任にあたった

マニング（Manning，W．H．）は，テスト審議

会の発足に際し，委嘱した委員に対するオリ

エンテーションをおこなう趣旨で，テスト審

議会の設置に関する趣旨説明を書面で準備し

た。（7〉

　この書面の語るところによると，CEEBが

テスト審議会に期待するのは，「中等学校卒業

生の80％，または18歳人口の70％が，少な

からぬ数の社会人とともに，毎年，大学を目

指すような条件のもとで，米国の様々な大学

のなかでおこなわれている志願者の大規模な

配分に対して，最も良く役立つような総合的

なテスト事業を提言すること」（8〉であった。

　マス化する高等教育のなかで，CEEBのテ

スト事業を再吟味する必要に迫られたことを

述べているが，それを促した既存のテスト事

業に関連する問題点と背景については，以下

のように列挙している。（9）

　①テスト事業は歴史的には大学に進むエ

　　リートの同定と選抜に結びついており，

　　そこでは，『大学』がリベラル・アーッを

　　学ぶところであり，大学院やプ・ッフェ

　　ショナル・スクールヘの準備教育をおこ

　　なうところである，という考えを前提に

　　していた。

　②現行のテストは抽象的な推理能力や，

　　大学進学準備のための伝統的な教科の達

　　成度を測定することに，非常な重きをお

　　いている。したがって，それらは新しい

　　大学の教育内容に関連する別の能力や，

　　大学進学準備のための新しい教科の達成

　　度を識別するものではない。

　③ハイスクールの卒業生の進学率が飛躍
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　　的に伸びてぎている。過去には，国のトッ

　　プ30％が進学したのに対して，現在では

　　その55％がなんらかの中等後教育に進

　　んでいる。進学者数の予測ではこのパー

　　セントは増加する傾向にある。

　④現行のテストおよび中等学校の成績表

　　から得られる情報のあいだにかなりの重

　　複がみられる。これは一つには，テスト

　　の開発に利用する基準が中等学校や大学

　　の成績にかなり依存していることと関係

　　している。その結果，望まれたレベルと

　　比較して，独立性の低い情報を現行のテ

　　ストがもたらすことになっている。

　⑤現行のテストに関する論議で，SAT

　　の得点分布の両端において生徒の個性が

　　ぼかされているという批判が盛んになっ

　　ている。一方の分布の端での論議は，生

　　徒集団のなかの創造的な能力を狭く限定

　　する見方を与えるという批判であり，ま

　　た，他方の分布の端での論議は，黒人や

　　その他の貧困集団に属する進学希望者が

　　もつプラスの情報を与えていないという

　　批判である。

　⑥現行のテストは，様々な大学の教育内

　　容について多様な生徒集団がそれらを選

　　択・決定したり，そのなかでプレイスメ

　　ントをおこなったりするための二一ズよ

　　りも，限られた範囲の大学の入学者選抜

　　のための二一ズに応える方向にある。

　以上の6つの点にわたる指摘は，CEEBの

前提とする古典的な大学観，テストの測定す

る能力と教育との関係，中等後教育機会の拡

大とその予測，テスト測定の理論に関する再

検討，SAT（進学適性テスト）に対する論争

や批判の高まり，そして大学に偏ったテスト

事業のサービス観の改善，といった色々な次

元の問題点や背景にわたっている。

　審議会に期待されるのは，当然，こうした

複雑に絡まった問題点や背景を考慮にいれ

て，これらに対応した新しい生産的な役割を

担うテスト事業の方向性を示すことである

が，しかし，生産的な役割を考える場合には，

既存のテスト事業のメリットをどういう形で

引ぎ継ぐべぎかについての視点が大事になっ

てくる。そのためには，そのメリットについ

ての評価が重要な問題となる。これに関して，

CEEBは以下のメリットを7点にわたって
強調している。（10）

　①現行のテスト事業は，コースヘのプレ

　　イスメントに対する有用さには劣るけれ

　　ども，多くの4年制大学の教育内容や中

　　等学校の進学準備教育に対してある程度

　　の妥当性をもっている。

　②現行のテストは中等学校の成績や推薦

　　状に比べて，かなりの程度まで客観的な

　　『生徒個人』の能力の測定に重ぎをおいて

　　いる。したがって，それは教師やカウン

　　セラーの評価に比較してバイアスが少な

　　い。

③現行のテストは一様な基準を提供す

　　る。これは，成績評価の基準に関して中

　　等学校問あるいは教師間にみられる違い

　　とは無関係である。

　④現行のテストは志願者のおよそ
　　10～15％に対して，大学の選択の際の地

　　理的移動をかなりの程度可能にしてぎ

　　た。大学にとってそれらの志願者は，出

　　身校が遠く離れているので志望を知りに

　　くい生徒である。

⑤現行のテストは，中等学校のカリキュ

　　ラムに対する大学からの制約を無くすの

　　にある程度役立ってぎた。このため，生

　　徒は色々な進学準備のコースをとること

　　が可能であった。またACH（学力テス

　　ト）は広範囲の選択教科目からなり，カ

　　リキュラムの変化に関してもある程度柔
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　　軟であった。

　⑥現行のテストは定量的な形で採点さ

　　れ，統計的な処理を施されているが，こ

　　れによって，大学進学希望者のガイダン

　　スのためのコミュニケーションにある程

　　度役立つことがでぎた。

　⑦現行のACHは中等学校と大学の教師

　　のあいだのコミュニケーショソのため

　　に，ある程度の役割を果してきた。それ

　　は中等学校と大学の教育内容のより良い

　　接続（アーティキュレーション）に寄与

　　するものである。

　現行のテスト事業のメリットは，テストの

測定技術に関わる妥当性・客観性の改善，統

一的な評価基準としての公平化の推進，大学

選択における地理的な制約の緩和，中等学校

カリキュラムヘの大学による制約の緩和，テ

ストを利用’したガイダンス機能の追求，中等

学校と大学の接続に対する貢献，という側面

におかれている。

　もちろん，ものの見方にはメリットとデメ

リットの両面をみることがでぎるのであるか閲

ら，CEEBが強調した以上のプラス面は，同

時に批判的な立場からはマイナス面として別

の表現で強調される。したがって，ここでは

CEEBが審議会委員に提示したメリット面

は，そうした論争性を含んだものとして理解

する必要がある。ともあれ，このオリエンテー

ションの文書にみる限り，CEEBは従来おこ

なってぎた試験の制度に新しいアプρ一チの

必要を実感しながらも，それが過去の実績か

ら完全に切り離されたものとしてでてくるこ

とを構想してはいない。

　結局，以上のような趣旨説明を経てテスト

審議会に対する基本的任務が要請されること

になる。それは，つぎの10年という比較的短

期のスパンのなかで，CEEBのテスト事業が

機能する教育的な条件の明示，進学希望者の

多様な集団構成とそれぞれが抱える問題点の

理解，テスト測定の理論に関する社会科学の

色々な学問分野からの再吟味，という作業を

経て，最終的には，望ましいテストの特性と

機能を示すことであった。（11）

2、2　報告書作成までの審議経過

　テスト審議会は1967年の3月に第一回会

合をおこなった。そこで，以後の審議をどの

ようなスタイルで進めるかを決定し，まずは

公開の場で賛否の主張を準備書面によってお

こなう議会上院の聴聞会方式を採ることとし

た。この方式を選択したのは，テストに対す

る社会的な批判がかなりおこなわれていたこ

と，そのなかでもとくにCEEBのテスト事業

に関心が集まっていた状況に，辱審議会が配慮

したカ・らである。

　話は前後するが，こうした性質の配慮は委

員の人選にもみられた。

　委嘱された委員は以下のリスト（1970年現

在の所属と地位）から明らかなように，その

多くが当時の教育界で指導的な人々である。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

ティーディマン委員（Tiedema懸，D．V．1

ハーバード大学の教育学教授）

スレッシヤー委員（Thresher，B．A．l

MITの入試部長）

アベルソン委員（Abelso鷺，P．H．1ワシ

ントン・カーネギー研究所の地球物理学

研究部長）

ブ・ヅカー委員（Bloc：ker，C．1ハリス

パーグ・エリア短大学長）

キャ・ル委員（CarroU，」．B．：ETSの心

理学主任研究員）

コー一ルマン委員（Coleman，」．S．1ジョン

ズ・ホプキンス大学の社会関係論教授）

クロス委員（Cross，R．D．：スワースモア

大学長）

フォスター委員（Foster，M．1ダグラス
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　　大学部長）

⑨フリーデンバーグ委員（Friede痴erg，E，

　　G．1ニューヨーク大学バファロー校の教

　　育社会学教授）

⑩　ゴードン委員（Gordon，E．W』コPンビ

　　ア大学ティーチャース・カレッジ教授）

⑪ヘチンガー委員（Hechinger，F。M．1

　　ニューヨーク・タイムズ編集委員）

⑫ハーゼイ委員（Hersey，」．1エール大学

　　ピアソン・カレッジのマスター）

⑬　ホルツマン委員（Holtzman，WH．1テ

　　キサス大学ホッグ精神衛生研究所長）

⑭ホイ委員（Hoy，」．C．1カリフォルニァ大

　　学アービン校学生担当副学長）

⑮マーランド委員（Marland，S．P．1教育開

　　発研究所長）

⑯ペイス委員（Pace，C．R．1カリフォルニ

　　ア大学・スアンゼルス校の高等教育論教

　　授）

⑰　ピアソン委員（Pearson，R．l　CEEB前会

　　長）

⑱　プレンティス委員（Prentice，W。C。H．1

　　ウィートン大学長）

⑲スク・スバーグ委員（Sc血lossberg，N、

　　K．1ウエイン州立大学の教育学助教授）

⑳　シャーレイ委員（S盤ir丑ey，」．W．1デラ

　　ウェア大学長）

⑳サヅペス委員（S鞭ppes，P．1スタン

　　フォード大学の統計学教授）

　以上の21人の委員のうち約1／3はCEEB

のテスト事業に関与した経験をもち，残りの

委員の約半数はそれぞれ間接的に関与した

人々か，あるいは全く関係をもたなかった

人々からなるというように（12），意識的にバラ

ンスを考えた構成が採られたのである。

　なお，委嘱期間は報告書の作成までの3年

を目途とされ，委員長にはハーバード大学教

授のティードマン委員，そして副委員長には

MITの入試部長スレッシャー委員が就任し
た。

　さて，テスト審議会の審議の基本的流れに

ついて話をもどしてみよう。

　先に述べた最初の全体会合ではテストー般

に関する社会の認識や批判的意見の聴取がお

こなわれた。つぎに，1967年の6月に設定さ

れた第二回目の全体会ではもっと焦点を絞っ

て，CEEBの主要なテスト事業について関係

者各方面の批判的意見を聴くことになった。

そして，同年の10月におこなった第三回会合

では，SATやACHのテスト開発に関する

CEEBの各委員会の代表や，それらのテスト

を利用する大学・高校の関係者から主として

証言をもとめた。

　この10月の公開の全体会を終えた後，小班

に分かれて幾度かの討議をおこない，それか

ら非公開の第四回全体会義（1968年2月に開

催）で審議会の報告書の作成計画が相談され

た。

　これを受けてティードマン委員長，コール

マン委員，ピアソン委員，プレンティス委員

の4人からなる報告書編集委員会が1968年

の5月頃に全体案を作成した。そして，6月に

開かれた第五回の全体会議で部会別に担当す

る章を割り当てて，報告書編集委員会が既に

準備した全体案にそって報告をまとめること

となった。

　ここまでの審議過程は順調に進行して，10

月までには報告書原稿がでぎあがる予定で第

六回の全体会議の審議日程が設定された。し

かし，その会議の前におこなわれた報告書編

集委員会の事前検討で，各部会の提案内容と

編集委員会の全体案に基本的な点での相違が

みられたことが判明し，予定した会議日程を

繰り延べることになった。

　1968年の12月におこなわれた報告書編集

委員会では，全体としての合意が得られな
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かった事態に対しての解決策が話し合われ

た。結局，事務局からの示唆によって，各委

員が個別にテスト審議会に対しての具体的な

提案を提出し，それを踏まえて全体として一

貫した内容の一般的な報告書を仕上げてい

ぎ，それをもってCEEBに対する最終報告書

とするという妥協策が編集委員会の採択する

ところとなった。

　編集委員会の考えは1969年の初めに審議

会全体会で承認され，続く3月および6月の

全体会議で個別委員の勧告案の提出とそれに

関する討議がおこなわれ，それぞれの勧告案

の調整作業が進められた。

　委員の個別提案は最終的には，報告書個別

編（Briefs）として1969年の夏の終り頃まで

にほぼまとめらた。そのなかではCEEBの組

織やテスト事業についての委員個人の改善意

見と，それに対する他の委員の賛否や保留の

意見までも掲載することとなった。

　この個別編に基づいて，審議会全体として

のゲ般的意見を書く作業がおこなわれ，1969

年のll月にそれを審議し，再度さらに手を加

えて，最終的に，報告書総合編（Rig：ht搬gthe

Balance）として1970年の夏に審議会の承認

するところとなった。（i3）

3．報告書総合編の内容

　テスト審議会の経過について先に説明した

ように，最終報告書は総合編と個別編の2編

でもって公表されることとなった。個別編は

各委員の個人的意見を基本的内容にしてお

り，その意味ではより個別性が重視されてい

る。総合編はこうした個人提案をベースにし

て審議会が全体として調整し，その勧告や提

言をおこなったものであるから，その内容は

共通性が重視されている。内容の重要性とい

う面でみれば，それぞれに独自の価値をもつ

ので個別編も総合編もいずれも同一の次元で

優劣をつける性質のものではないと考える。

しかし，二つの形態の報告書を同時に要約す

るのは記述内容の量と質からして極めて困難

であるので，個別編については各委員の提案

要旨を付録として巻末に掲載することにし，

ここではテスト審議会の公式的性質を重視す

ることと，その基本的政策が現れた部分に着

目する意味で，総合編の内容を要約してみよ

う。

3．置総合編の構成

　総合編の本論部分は6章からなる構成であ

る。そのうちの最初の3章はテスト審議会に

課せられた任務に即してまとめられている。

すなわち，①第一章（大学入試のためのテス

ト事業とCEEB）と第二章（CEEBの各種の

テストの批判と機能）では，米国の教育にお

けるCEEBのテスト事業の役割を批判的か

つ徹底的に検討し，②第三章（顧客としての

潜在的入学者）では，実施されている各種の

テストとそれらの利用について基本的な変革

がありうるかを考え，その検討結果に基いて

勧告をおこなう，という構成になっている。こ

の前半の3章は審議会全体の基本的な合意事

項を表現したものである。

　後半の3章は，③第四章（現行のCEEBの

事業の改善）ではCEEBの既存の各種サービ

ス事業に対する改善意見を提案しており，④

第五章（新しいCEEBの事業の開始）では

CEEBがこれから開発すべぎ3つのサービ

ス事業に関する提言がまとめられているし，

⑤最後の第六章（CEEBの機構改革）は会員

制組織としての管理機構のあり方について示

唆している。この後半部分は，もうひとつの

報告書である個別編の委員個人の具体的提案

を要約した紹介と，それらに対する審議会と

しての多数意見を述べたものである。その意
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味では，審議会の勧告というよりは意見とみ

るべぎものであり，前半部分とはその性質に

おいて一線を画するものである。

　先にも述べたように，本論文では，個別編一

の内容の紹介は基本的には資料の形で巻末に

示すこととし，専ら審議会の基本的政策が表

明された部分をみるのを目的とするので，以

下では，前半の一章から三章で展開されてい

る内容について要約する。

3、2　エクスターナル・テスティングと大学

　　入試

3．2．亘　工クスターナル・テスティングと1は

　CEEBはATPと略称する入学者選抜のた

めのテスト事業の他にも，APP（Advanced

Placement　Program，大学へのプレイスメ

ント事業）（14〉，CLEP（Co豆亙ege｛evd

Examination　Program，大学の単位取得の

ための試験事業）（15）などのテスト事業や，

CSS　（Cdlege　Scholars髄p　Service，大学奨

学資金のための情報サーどス事業）（⑥などの

関連サービス事業を主宰している。

　第一章（PP．ll－32．）ではこうした幅広い事

業を発展させてぎたCEEBの歴史を素描し

ながら，とくに大学の入学者の選抜という文

脈のなかで主としてATPの入学テスト事業

がどのようにして公共性を求められるように

なり，なぜそれに応える必要があるのかにつ

いて説明しようと試みている。

　CEEBという組織を理解するにはその発

展の歴史をつぶさに追うのが最もよいのであ

るが（17），その基本的な性格をもっと簡単に知

ることも必要である。それはこの組織をどの

ように定義するかという問題になると思う

が，その一つを示すとつぎのような定義があ

る。

　rCEEBは生徒の大学への移動に主たる関

心をもち，そうした移動の促進とそれの均等

化および効率化を図ることを主要な目的とす

るために，個々の教育機関が集まって設立し

た組織である。」（18）

　これは組織の目的に焦点をあてた個別的か

つ形式的な説明であり，あるべき組織として

のCEEB像を追求する組織内の人々にとっ

ては必要な定義である。しかし，こうした性

格の組織についてあまり馴染みがない人や，

あるいはもっと広い視野から客観的な理解を

求める場合には，この説明では不十分である。

　CEEBを組織外の視点から客観的に理解

するには，それをもっと簡潔で一般性のある

カテゴリーのなかに位置づけるような説明が

必要であるが，幸いにも報告書のなかにその

ような方向をもった説明をみつけることがで

ぎる。

　それが，r高校と大学の間に介在して教育機

関の外部において準備・実施される試験

（extern認y　prepared　and　ad翻旙stered

examinations　intervening　betwee鍛　髄g盤

sc論d　and　co璽lege）∫9）を営む組織である，

という定義である。つまり，この定義によれ

ば，CEEBは中等教育から高等教育への人の

移動を媒介するエクスターナル・テスティン

グ（extemal　testi鷺g）（20〉をおこなう組織の

一つであることになる。このように，エクス

ターナル・テスティングとしての一つの公的

な組織化形態という観点でCEEBを捉える

と，確かに，この組織の相対的な位置がみえ

てくるし，この組織の一般的性格を理解する

ことが容易になる。

　全米的な規模でのエクスターナル・テス

ティングとしては，アイオワ州の旧都アイオ

ワ市に本部をもっACT（theAmer蓋canCoL

lege　Testing　Program，アメリカ大学テスト

事業団）がおこなうテスト事業（the　ACT

Assessme臆t　Program，ACT評価事業）（21）も

忘れることがでぎない。これはCEEBのテス
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ト事業の次に大ぎい。

　また，州やそれ以下の単位でおこなわれる

エクスターナル・テスティングは，主として

初等・中等教育の段階において多くおこなわ

れているが，これについて報告書では以下の

ような課題を述べている。

　r州規模や地区規模等のテスト事業が生徒

の教育上あるいはその他の諸々の機会に及ぼ

す主要な効果は，テストを利用して比較的早

い時期から生徒をコース別や能力別に分ける

なかに現れるように思われる。つまり，大学

に進もうとする生徒に対してカリキュラムや

コースの割り当てという極めて重要な決定を

あまりに早く一7～9学年頃一おこなうので，

全米的な大学入学テストの結果やあるいは

CEEBのガイダンス事業が影響を与えにく
くなっている。」（22）

　これは，各州の初等・中等教育の段階で数

多くおこなわれるエクスターナル・テスティ

ングの問題点と，全国的に営まれる大学入学

のためのエクスターナル・テスティングの問

題点との接点について審議会の見解が明示さ

れた箇所である。これはエクスターナル・テ

スティングを一般的なテーマとして考える観

点を提供する点で大切なところである。

3．2．2CEEBのテスティングの重要性と問

　　　題性

　エクスターナル・テスティングに伴う問題

点の広がりを大学入学との関連で示唆した

後，本章の最も主要部分となる大学入試にお

けるCEEBのテスト事業の重要性と問題点

が公共の利益との関連において総括されるこ

とになる。

　rCEEBが提供するATPのような大学入

学のテスト事業は，今日では極めて重要であ

る。究極的にみれば，CEEBのテスト事業の

重要性は約1，000校の大学がそれを要求する

こととか，約2百万人が毎年それを受験する

といった事実にあるのではなく，むしろそれ

は，大学に行くこと自体が非常に重要になっ

てぎているという事実にある。」（23）

　つまり，CEEBのテスト事業の重要性は

単なる事業規模の大きさというところにでは

なく，メリヅトクラシーの原理を背景にした

大学進学のもつ重要性を反映したものである

ことが強調されている。

　言い換えれば，このように審議会の問題と

する現実社会の前提は学歴社会にあることが

明らかである。そして，この学歴社会，すな

わち一定の教育経歴が職業上の地位や社会的

地位へのパスポートとなるような傾向の社会

にあっては，その教育経歴の選択・決定に影

響を与えるという意味で，テスト事業の重要

性とさらには問題性が注目されることになる

のである。

　とりわけ，平等という米国教育における重

要な公共的な価値からCEEBのテスト事業

の問題性をみると，そこにおける関心事は次

の点に尽ぎるのである。

　rSATなどのテストが高等教育を通じた社

会移動とどの程度関係してきたか，あるいは

関係しているのかを正確に評価することは困

難である。確かに，テストの利用が増えて，難

関大学の学生集団の社会経済的な多様性は進

んでいる。しかしながら，SATの得点だけに

依存すると，社会的に恵まれた生徒は高い得

点をとるので，恵まれない生徒よりも益々多

く受け入れられることになる。」（24〉

　審議会の不満は，中等学校から大学への移

動に際して，科学的な道具（技術）としての

テストに期待された当初の機能が効果的に果

たされていないという点にある。言い換えれ

ば，その移動が社会階層の間で不均等になっ

ている事態を，テスト事業がそのまま容認し

ているという認識である。そのことを，審議
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会は以上のような表現で問題提起し，そして

その問題の解決に向けた取り組みの必要性を

第一章で示唆したのである。

3、3エクスターナル・テスティングの機能

3．3．1審議会の結論審r廃止か拡張か」

　審議会で公聴会スタイルの会議形態を採用

したことからも分るように，テストー般から

CEEBのATP事業にわたるまでの諸々の批

判点を吟味し，それを材料にして，結論を形

成していくことが審議会に基本的に課せられ

た主要な任務のひとつであった。第二章（pp．

33－54）はそうした任務に直接に関係するとい

う意味で，報告書総合編のなかで最も重要な

部分を構成する。

　この第二章ではその冒頭部分で審議会の結

論をいぎなり示すという論旨の展開になって

いる。この表現のし方は，やや唐突の感を免

れえないものの，その分，審議会としての判

断を的確に伝える上で大ぎな効果があるよう

に、思われる。

　rわれわれは現行のテストやその利用につ

いての諸々の批判の吟味からその仕事を始め

た。この作業を通して，われわれ全員は例外

なく，CEEBは米国の教育におけるテスト事

業の機能を放棄するよりは，むしろそれを継

続すべきであると確信するにいたった。しか

しながら，CEEBの現行のテストと関連の

サービスは，それが現在のマス化する中等後

教育システムに対するアクセスを平等かつ効

率的にするのに役立つためには，かなりの修

正と改善の必要があるとの結論にいたった。

　テスト事業の機能のなかには教育において

役立つことが可能であり，またいま現在でも

役立っているものがある。もちろん，われわ

れは多くの批判者と同様に，テストを利用す

る方法やその利用を含んだより広い意味の教

育や学習のプρセスの結果に不満を抱いては

いる。しかしながら，われわれはCEEBがそ

のテスト事業の機能を放棄することで公共の

利益に奉仕するとは結論しないし，また，

CEEBやその他の機関のテストの両方を受

験しなければならないような重複したテスト

事業（multip丑e　testing）を減らす結果につな

がらない限り，CEEBのテスト事業をいまの

レベルから縮小させるべきであるとも結論し

ない。

　むしろ，われわれ委員はCEEBのテスト事

業の機能については，顧客の広がり（個人で

あれ教育機関であれ）と同時に顧客に対する

影響力の強さの両面において，かなりの拡張

を提案するものである。この提案には，CEEB

の　『テスト』一この報告書では能力，態度，

知識などを測定（あるいは評量）するための

手続ぎとして広義に解釈する一とその関連の

サービスは教育的に有用であり，社会的にも

有益であるというわれわれの確信に裏打ちさ

れたものである。」（25〉

　これが審議会全員の総意としての結論であ

るが，それはCEEBのテスト事業のもつメ

リヅトとデメリットを総合判断してえられた

バランスは，教育や社会に対する有用性・有

益性であったとする結論であった。

　この結論が，多くの批判者の主張する

CEEBのテスト事業の廃止ではなく，むしろ

その逆方向の拡張であったのは，審議会設置

の経緯やそれ自体のもつ形式性から考えると

自然な帰結とみることができる。しかし，審

議会のこうした結論はすんなりと合意された

ものではなくて，テスト事業の存続か中止か

という二者択一の突ぎ詰めた審議の経過が

あったことを読み取ることも必要である。そ

れは結局，審議会の全委員がテストという社

会科学の技術的所産に対し，依然として信頼

を寄せ続けたということであり，あるいはそ
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れが米国社会や教育のシステムにとって必要

であるとする基本認識が表明されたことにな

る。

　そして，以上の結論のもとで，審議会の関

心は，CEEBのテストとその関連サービスが

マス化する高等教育のなかでどのような機能

を果たすべぎかを明示することに移る。

3、3、2　「配分」機能としてのテスティング

　まず第一の機能としては配分機能（distrib－

utive　functio麓）が提案される。この配分機能

はテスト事業の歴史のなかで選抜機能（selec－

tive　function）との関係で以下のように説明

されている。

　r歴史的に，最も多く利用されたCEEBの

大学入学のためのテストや関連のサービス

は，意図的な第一の機能として教育機関のレ

ベルで『選抜』機能を果してぎた。そして，そ

れに付随した第二の機能として教育システム

のレベルで『配分』機能を果してぎた。つま

りそれは，主要には選抜機能として志願者の

入学を認めるか否かについて，そしてある程

度は配分機能として志願者を大学のカリキュ

ラムのどこに位置づけるかについて，個々の

大学が決定する際の手助けとなるような情報

を与えるために発展してぎた。」（26）

　全体としての大学制度のなかに，あるいは

そこから外に向けて生徒を配分したり，また

大学間や大学内で生徒の配分をおこなうとい

う配分機能を，CEEBの歴史的なテスト事業

の副次効果として評価している。しかし，マ

ス化する高等教育のなかでは，配分機能を選

抜機能に代替する一つの新しいものとして審

議会はこれを意識的にすくい上げ，その将来

の発展を期待することになる。

　もちろん，副次効果として存在してぎた時

代の配分機能と，高等教育や生徒の多様化が

進む時代に期待する配分機能との間に，おの

ずから質的な違いが存在することになるが，

それは報告書の以下の部分に述べられてい

る。

　r生徒および大学の双方はそれぞれについ

て，またそれぞれの選択やその選択を決定し

て生ずる結果について，包括的でセンシティ

ブな情報を必要としている。しかも，こうし

た情報は大学での成績の優劣だけにとらわれ

ない観点から与えられるべぎである。そし

て，大学はある生徒を選抜するとぎに，それ

らの志願者集団からどのような者を選抜しよ

うとしているのかを知る必要がある。これと

同様に，生徒は，中等後教育の『制度』のな

かにますます押し込められつつあるから，ど

のような理由で自分達を入れようとするのか

を知る必要があるし，その権利をもつ。」（27〉

　大学が志願者を一方的に選抜するときの前

提となってぎた従来からの成績第一主義とい

う基準から脱却して，より多様な基準を活用

して大学にとっても志願者にとっても利益の

ある相互選択（reciprocakhoice）の考えの

導入を説いている。この考えに基づけば，テ

スト得点の情報はその相互選択のプρセスに

役立つための情報システムの一部㌍過ぎない

ことになる。つまり，ここには大学と志願者

のマッチングに貢献するテスティングの新し

いあり方として配分機能が奨励されているの

である。

3．3．3　r教育」機能としてのテスティング

　とくにATPのテスト事業を意識して，審

議会は配分機能を前面に押し出したのである，

が，他方では，その配分機能でさえも教育の

プρセスそのものを腐敗させる点において，

選抜機能と何ら変わるものではないする厳し

い批判がある。例えば，SATのような客観テ
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ストはr創造性ある」あるいはr想像力ある」

生徒を識別でぎないとか，または，ACHのよ

うな教科の学力テストは中等学校のカリキュ

ラムや授業形態に制約を課すなどの批判がそ

れである。

　これに対して，審議会は，CEEBのテスト

事業とそのサービスには生徒の学習するプρ

セスにも積極的に貢献する面があると判断す

る。それを審議会は教育機能（educat量ve動nO

tion）と呼ぶ。すなわち，テストや関連のサー

ビスのなかに，r特定の知識・技能の面での教

育指導に加えて，様々な進路の選択肢につい

ての情報を進学希望者に提供するなかで，進

路に関する意思決定やその選択のプρセスそ

のものについても多くのことを教えることが

できる」（28），という側面を教育機能として説

明したのである。

　この審議会が示唆した教育機能とは，先に

みてぎた選抜機能と配分機能とに比較して，

かなり理解しにくい用語である。したがって，

以下ではこれについてもう少し敷衛してみよ

う。

　審議会の示したテスティングの教育機能

は，①知識・技能の特定の領域と，②進路

に関する選択や決定の領域，との2つの場合

において期待されるものである。特定の知

識・技能の領域では，例えば，志願者個人の

能力をその規準集団との関連で比較するとい

うような競合的な方法ではなくて，むしろ，目

標規準との関連で志願者の到達度を評価する

ような利用方法を，教育機能のあり方として

捉える。

　また，進路の決定のプ・セスの領域では，志

願者個人が社会的に成熟するなかで直面する

ことになる進路問題，すなわち自己理解や意

思決定の方法を学ぶのに役立つようなテスト

の利用法を教育機能として考えることにな

る。これは教育機能と呼ぶよりは，ガイダン

ス機能としたほうが理解しやすいともいえる

が，CEEBが従来からおこなってぎたガイダ

ンス・サービスの概念とは区別する意味では，

呼び換えないほうがよいといえる。

　この教育機能は，先に述べた従来のCEEB

のテスト事業においてはみられなかったもの

であり，それは全く新しいテスティングの機

能のあり方を示唆するものである。

3．3、4「資格証明」機能としてのテスティング

　中等学校から大学の間に介在するテスティ

ングの機能として，第3番目に審議会が期待

するのは，資格証明機能（credenti雄ngf灘c－

tion）である。これはフランスのバカロレアや

西ドイッのアビトゥアに代表される大学入学

資格試験に最もよく現れているので，配分機

能や教育機能に比較してかなりわかりやす

い。

　ただし，審議会が資格証明機能を提起した

とぎのイメージの背景にある具体的なテスト

事業は，CEEBが既におこなっているAPP

やCLEPのようなテスト事業である。そのこ

とは審議会が説明する以下の部分に明らかで

ある。

　r教育機関での社会化を望まない人で，学業

領域の要件に合致する能力を確実にもちなが

ら，教育機関以外の場で教育上の資格を獲得

するルートが乏しいために，それを得る機会

を否定されている人が多くいるであろう。こ

のような形でアクセスが否定されている限り

は，『資格証明』機能あるいは『試験による単

位認定』機能一それはCEEBが既に大学のカ

リキュラムの水準でおこなっている一を果た

すテストやその関連サービスが，このバリア

（障害）を減らすことになるであろう。CEEB

のテスト事業のもつこうした機能は拡張でき

るし，また，拡張すべぎである。その結果証
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明可能な能力は，それがどのような方法で獲

得されようとも，有効に認めることができる

のであるとわれわれ委員の多くは信じるもの

である。」（29）

　このように，資格証明機能とは教育機関に

おける教育のプPセスとは切り離された結果

としての学習達成度の証明を意味している。

これは教育のプロセスそのものと密接な関係

をもつ教育機能と論理的には対立的な性質を

もっているが，現実には，高等教育のマス化

あるいはそれにアクセスする進学者集団の多

様化が背景にあるので，それぞれの機能が有

効に働く場合を念頭に描くことがでぎ，その

対立点は解消されている。

　ともあれ，高等教育に対する効率的なアク

セスを追求する上で，資格証明機能を積極的

に活用すべきことを審議会が提言したのは，

この時点で既に存在しているAPPやCLEP

のテスト事業の実績を評価したからである。

3、3、5競争とテスティングの機能

　今後に期待すべきテスト事業の3つの機能

は，もちろんそれらが効果的に働く状況を抜

ぎにして論ずることはできない。勧告された

3つの機能はとくに大学入学者の選抜という

本質的には競争原理が支配する現実のなか

で，それら本来の働ぎを要求されることにな

るのであるが，それは本当に可能なのか。こ

の点に関する審議会の判断はどうであろう

か。まず，配分機能については以下のように

いう。

　r競争が米国社会に浸透している限り，それ

は確実にその教育システムにも浸透し続ける

ことになる。たとえ大学入学がユニバーサル

になっても，そのなかでの競争はより高い教

育段階に移ることになろう。その際，われわ

れが必要と考える相互選択の望ましいプ・セ

スに役立つ情報提供，つまり人々，教育プ・

グラム，そして両者のありうる関係について

の包括的でセンシティブな情報提供は，当然，

その競争が基づく土台を与えることとなる。

こうして，テスト事業がこうした情報のある

部分を提供する限り，その利用もまた続くこ

とになる。」（30〉

　メリットクラシーの社会体制においては競

・争状況を回避することは不可能である。そし

て，そこに内包される教育システムが競争原

理を逃れることがでぎないのは当然である。

したがって，大学入試の局面でおこなわれる

テスト事業がその機能を本来の意図に即して

発揮でぎるという単純な構図は存在しない。

例えば，上に述べられているテスティングの

配分機能は基本的には入学者の選抜やあるい’

は入学者の競争に寄与する面をもっていると

いえるし，その逆に，配分機能そのものが競

争状況によって支えられている面をもってい

るともいえる。審議会の判断は以上のように

言い換えることができるであろう。

　しかしながら，競争状況のなかにおいても

テスト事業が配分機能を有効に果たしえるこ

とについて，審議会の認識は委員の間で対立

していない。ところが，それを教育機能の側

面について述べるとぎ，その認識は委員の間

で割れているのである。

　r競争は教育のプ・セスや共同体の理念に

対立するような，あるいはそれらを損なうよ

うな態度とか手続ぎをもたらすと多くの人々

（われわれ審議会の数人の委員も含めて）に思

われている。このような見解に立てば，競争

は敵対的な諸関係を促進し，教育の発展を妨

げ，人間の共通価値の実現を阻むものである。

生徒どうしは競争のなかでお互いを敵として

みることになり，さらには生徒をランクづけ

ることで評価をせざるをえない教師をも敵と

してみることになる。同様に，大学入学を仲

介（medi＆te）するテスト事業は，敵対的な形
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で与えられねばならないし，それに基づいて，

生徒は比較という同じ目的のためにランクづ

けされることになる。」（31）

　競争状況によって支えられるのがテスト事

業であれば，競争と教育のプ・セスとはもと

もと相矛盾する敵対的な関係にあるので，テ

スト事業の教育的機能はそもそも成立しがた

いことになる。このような見解が審議会の一

部委員のなかでも支持されるのは，まさに教

育機能という考えに論争性を色濃く反映して

いるからにほかならない。

　このように競争状況とテスティングの機能

に関する関係について，審議会の全体として

の判断に明確さや一貫性に欠ける点が認めら

れるけれども，CEEBのテスティングの将来

を支持・強化する方向に最終的には落ち着く

こととなったのは，以下の部分に表現されて

いるような理由による。

　「CEEBのテスティングはこのように浸透

した競争状態を橋渡しする一つの仲介物に過

ぎない。しかし，それは『エクスターナル』な

ものとしてその競争をより公平にするもので

ある。なぜなら，テスト得点は学校の間に存

在する成績評価のスタンダードの差異をなら

す傾向があるからであり，また例えぽ，SAT

の平均点は男女でだいたい同じであるが，女

子が学業成績で有利になる点を緩和する傾向

があるからである。しかしながら，テスト得

点は白人中流階層以外の人々の競争上の不利

益を減らす傾向にはない。実際，テスト得点

はほぼ完全に『不利益な』集団に対するバイ

アスを反映しており，それは結果として彼ら

の学業成績の不振をもたらしている。とはい

え，テストはそのような不利益な集団のなか

の少数であれ，不利な条件で白人中流階層と

十分に競争できる生徒を見つけるのに利用す

ることがでぎるのである。」（32）

　テスト利用から得られる幾つかの利点を列

挙しながら，基本的には，CEEBの存在意義

を競争の公平化の役割を担うエクスターナル

なテスト機関として積極的に評価しているの

である。既述したように，この結論に至る過

程は，割り切れた論理の積み重ねではない

が，しかし，それは審議会の論議の不十分さ

というよりも，むしろ，競争とテスティング

の関係に関する課題の難しさに起因するもの

である。

3．4　改革の方法原理鴛「対称性の原理」

　報告書総合編の第三章（pp．55－65）は，前

の章で提示した配分機能，教育機能，資格証

明機能が，平等かつ効率的な高等教育へのア

クセスを実現する上で，どのような方法によ

ればよりうまく働くのかについて述べた箇所

である。つまり，それはマス化した高等教育

への入学者の移動に関心をもっCEEBのテ

スト事業に対して，より具体的な改革の方法

原理を示唆することにあるといえる。

　この目的に対して審議会が採用した方法原

理は，対称性あるいはバランス（sy鵬metry　or

balance）の原理と称するものである。この対

称性の原理はもともとは，報告書編集委員の

一人であった社会学者のコールマン委員

（Colem鍛，」．S．）が展開した論理であった。

　彼は，その論理を，現代社会における大規

模な組織と個人の関係，すなわちますますパ

ワフルな存在となる組織とそれに反して非力

化する個人という問題状況において，両者の

対等な関係を築いていこうとするための方法

原理として導入したものである。（33〉

　報告書総合編の作成過程で，審議会はコー

ルマン委員の対称性の原理の採用が，CEEB

のテスト事業の改革の方向を照らすのに適切

であると判断したのであるが，とくにその原

理を，中等教育から中等後教育への移動のシ

ステムに介在するCEEBの事業において，そ
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の対象者あるいは顧客（dientde）が誰である

べぎかという問題に適用した。

　CEEBがおこなうサービスの対象者すな

わち顧客の推移を歴史的にみれば，第一の顧

客は大学であり，そこのなかでは入試事務部

（admissions　o｛ficers）が最も古く，そして

CSS（College　Scholars髄P　Service，奨学資

金に関するサービス事業）を始めてからは財

政援助部（丘n餓ciabid　o爺cers）カミ，その後，

他の事務部や教官の順に加わってぎた。ま

た，第二の顧客は中等学校であり，そのなか

では進路指導カウンセラーや校長がサービス

の受け手であった。（34）

　第三の顧客として最も新しいのが受験者で

ある。これを審議会は潜在的入学者（pote聾

t認entra麹ts）という広い概念でもって以下

のように語っている。

　rCEEBの台頭する顧客で，十分なサービ

スを受けるに足る存在として今直ぐにでも認

められるべぎであると考える顧客は，中等後

教育に進むとみられる生徒集団や社会人であ

る。こうした潜在的入学者のなかには既に，

CEEBの提供するサービスを受けている者

がいる。’しかし，彼らはCEEBの情報やそれ

に伴うサービスを結果として受けているだけ

であり，その提供は多くの場合は，大学の入

試事務部のために企図されたサービスから派

生したものであるし，また，たまたまそれら

入試事務部の二一ズと合致したからにほかな

らない。こうしたサービスを受けたとしても，

そのサービスは不十分になるし，受験者は他

の集団と等しいサービスを受ける顧客とい

うよりは，本質的には選択の自由をもたな

いお客ないし購買者（customers）にすぎな
い。」（35）

　これは受験者あるいは潜在的入学者の集団

に対してCEEBのサービスの手薄な現実や

実態を，サービス観という理念的な次元に関

係づけて厳しく指摘し，批判しているところ

である。そして，これを前提にして，以下，対

称性の原理に基づく改革の方向が提言される

ことになる。

　r要するに，CEEBが潜在的入学者に提供

するサービスとそれが大学に提供するサービ

スとの間に，対称性あるいはバランスが得ら

れるべぎであると，われわれは考える。すな

わち，それぞれの個別の中等学校や大学がま

さにその入学者を顧客として重視するのと同

様に，CEEBの会員中等学校や会員大学は，

中等後教育への全ての潜在的入学者を顧客と

して認め，教育機関会員に対する場合と同じ

ように，CEEBが彼らの利益と二一ズに十分

に対応するようにすべぎである。」（36）

　教育機関会員に対するサービスを大学志向

（college－oriented）．と呼び，潜在的入学者に

対するものを受験者志向（student－or量ented）

とすると，上に述べられている対称性の原理

とは，大学志向に偏った事業サービスを受験

者志向に強化・拡大してバランスさせていく

ことを指向している。それは大学志向のサー

ビスを低下させたり，または，強化しないこ

とで得られるバラソスの調整を意味するもの

ではない。

　ところで，審議会が受験者志向のサービス

を拡張する方向を示したとしても，その方向

が公共的な価値の問題とどのように関係する．

べぎかを提言しなければ，総合編の本質部分

が抜け落ちることになる。したがって，以下

では，この課題についての審議会の結論を示

し，それをもって報告書総合編の基本的部分

の紹介を終えることにしたい。

　この課題に対しては，審議会は潜在的入学

者の層の拡がりについて触れながら，教育機

会の平等という公共的な利益の実現に向けた

立場を明らかにしている。例えば，以下の記

述はそうした立場を如実に表しているもので
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ある。

　rCEEBはもちろん潜在的入学者に関して

好ましくない偏った現実をこれから直す必要

がある。それは今日の大学入学および卒業の

パターンのなかに反映されている中流階層，

白人，そして男子という偏りである。そして，

こうした必要とは，CEEBのサービスが潜在

的入学者の全範囲をカバーすべぎことを絶対

的条件（imperative）にすることをいうので

あり，それは教育機関会員層が広範囲にわた

ればそれだけ潜在的入学者層の拡がりにも間

接的に影響するという論には与するものでな
い。」（37）

　中等後教育機会の平等という価値をr潜在

的入学者の全範囲をカバーすべぎ」という表

現にし，それをCEEBの事業の至上命令とし

た点に，この課題に対する審議会の強い姿勢

を感じることができる。

　偏った特定の社会階層がより多く大学に入

学するという現実に対して，テストおよびそ

の事業がそれを改善していない実際にっい

て，審議会は報告書のなかで繰り返し述べて

いる。しかし，審議会のこの判断は，テスト

事業の廃止という結論につながることにはな

らず，既にみてぎたように，テスティングの

新しい多様な機能を通じて不公正な現実の改

善を期待するという結論になった。上記にみ

られる審議会の厳しい態度は，そうした経緯

や趣旨を甚斗酌して理解することがでぎる。

4．報告書に薄する当時の評緬

　テスト審議会の役割は，結局，中等教育の

卒業者が同年齢集団の8割を超え，それらの

半数以上がさらに高等教育に進み，その発展

がさらに加速しつつあるという60年代に

あって，中等教育から高等教育昏の進学者の

移動を平等にかつ効率的におこなうには，エ

クスターナル・テスティングすなわち教育機

関以外がおこなう公的なテスト事業がどのよ

うな機能を果たすべぎかについて，一つの方

向を指し示すことであったということができ

る。

　前の章においては，そうした役割にそった

審議会の結論について詳しい紹介を試みてぎ

たが，しかし，そこでは要約という作業に専

念したため，その結論や提言の内容を検討す

ることがでぎなかった。したがって，本章で

は，この検討作業に入ることにする。

　その際に，報告書をいま現在の視点に立っ

て検討することと，それが公表された当時の

同時代の視点からの検討とを，はっぎりと区

別する必要がある。この点を確実にするため

に，ここでは後者の同時代の視点からの反応

を拾い，それにそって報告書の検討を進めて

いくことにする。

4．翌批判的立場からの見解

　審議会の報告書に対する反応としてまず，

これに批判的な見解を述べたケースが注目で

ぎる。それがハーバード教育評論誌上に掲載

された2つの論考である。

　これらはいずれもシュドソン（Schudso鷺，

M．S．）が著したものである。1971年の最初の

論考（38）は書評として，審議会報告書そのもの

ずばりを紹介・論評している。そして，続い

て1972年の論文（39〉は，CEEBの創設から審

議会報告がおこなわれた時点までの歴史的推

移のなかで，メリットクラシー（能力主義あ

るいは業績主義）の社会との関係からCEEB

の批判を展開している。それは間接的には審

議会報告書への批判にもなっている。

　したがって，審議会報告書に対する批判は，

直接的には1971年の書評に基づくことにす

る。そして，1972年の論文は，その書評の内

容に密接に関わっており，さらにはシュドソ
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ンの基本的立場をも明らかにしていることか

ら，書評の内容を補完し，あるいは場合によっ

てはそれを敷衛する性質のものとして利用す

る。

4．互．霊シュ騨ソンのCEEB観

　シュドソンの審議会報告書に対する批判点

をみる前に，まず最初に，CEEBという組織

やその事業についての彼の捉えかたを押さえ

ておく必要がある。

　CEEBという組織やその事業についての

シュドソソの基本的な考えは，それがメリッ

トクラシーの原理を大学入試の文脈において

組織化する歴史的役割を果たしてぎたという

ところにある。彼のこうした考えは，既に，大

学入試一般とメリヅトクラシーの原理との関

係を歴史的に説明したジェンクスとリースマ

ン（Je説ks，C．鍵d　Ries艶an，D．）の仕事を

前提としていることはいうまでもない。（40〉

　これをみると，要するにメリヅトクラシー

の原理と大学入試の関係をCEEBという具

体的な組織に適用して説明したのが，シュド

ソンのig72年の論文であるといえる。彼は

そこで，メリットクラシーの社会を出自や門

地に代わって能力，興味・関心，業績という

基準によって，社会的，経済的そして政治的

利益を社会階層のなかに差別的に配分する社

会であると解釈する。そして，CEEBは能力

測定のテスト事業を通じて，その社会の組織

化を進める役割を果たし，その結果，CEEB

が標榜する高等教育への平等なアクセスを逆

に規制することになったと主張するのであ

る。

　r50年，60年代において，事務職や専門職

に就く機会は技能職のそれよりもずっと急速

に拡大してぎた。高等教育はこれらの事務職

や専門職に就くための前提条件と考えられて

ぎたために，ますます多くの若者が大学入学

に彼らの希望を集中させてぎている。大学に

入ることだけではなくて，『希望した大学』に

入ることこそ重要になっているので，大学入

試は大きな関心事となっている。高等教育は

拡大するにつれ，序列化（d縦ere簸tiated）が

進み，大学はカリキュラムの内容面に限らず，

それよりもずっと重要な意味をもつと思われ

る地位の面において相互に区別されてぎてい

る。そして，その地位は入学水準や選抜度の

高さと密接に関係しているのである。また，多

くの難関私立大学や威信の高い少数の州立大

学が，大学院やプロヅフェショナル・スクー・

ル，産業界や官界と積極的にパイプをもとう

としてきている。こうして，大学の志願者の

なかで，CEEBのテストで高い得点を取る者

には彼らが夢みてぎた機会が開けるであろう

し，そうでない低い得点しか取れない者には

希望した機会の扉が閉ざされることになろ
う。」（41）

　　　　　　　　　　　　　　　ここには大学入試の重要性とそれに関わる

CEEBのテスト事業の問題性が要約されて

いるが，その内容を読めば明らかなように，わ

が国においても既に非常に耳慣れた論理が展

開されている。それは端的に述べれば，こう

いうことであろう。つまり，高等教育が社会

的な存在としてパワーの中心に位置づぎ，他

方ではその量的拡大がシステム内における大

学の階層化を伴って進行してぎている。そし

て，CEEBの主宰するテスト事業は志願者個

人の能力差を測るという社会的認定のもと

で，その階層化すなわち中流層や中流上層の

社会・経済的に高い地位にある集団から，難

関大学に多くの生徒が集まる傾向を推進して

ぎたのである。メリットクラシーを組織化す

るという（）EEBの社会的役割の側面が，ここ

に描きだされているのである。
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4．L2　報告書に対する評価，

　シュドソンのこうした主張をテスト審議会

の報告書に展開された同趣旨の部分（3。2．2

のrCEEBのテスティングの重要性と問題

性」を参照）と比較してみると，そこには共

通の問題認識をみいだすことが可能であり，

表現の強弱を無視すれば，ほぽ同じ内容が語

られていると判断できる。なぜなら，審議会

報告書もまた先のジェンクスとリースマンの

研究の成果から大いに影響を受けているから

である。

　シュドソンが，rCEEBの関係者に賞賛さ

れたテスト審議会の報告書は，印象深い文書

であり，それはCEEBとそれが社会において

果たす役割を徹底的に検討したものであ

る」（42）と一応の肯定的評価をくだしたのは，

上記のような基本的な面での問題認識の一致

が一つの大ぎな要因になっていると考える。

　しかしながら，シュドソンの上述の主張と

審議会の同趣旨の主張とは大事な点で違いが

ある。それはシュドソンの問題認識は同時に

結論でもあるけれども，これに対して，審議

会の場合には，そうした問題点の指摘は現状

認識に限定されていて，それが結論につな

がっていない点である。審議会の結論は既に

みたようにCEEBのテスト事業の廃止では

なく，拡張にあった。そして，シュドソンが

そこに，審議会の問題認識と結論との間にあ

る一種の不自然さや不連続性をみいだすのは

容易なことであったといえる。それを彼は以

下のように述べている。

　rCEEBのテスト事業を改革するよりも，

むしろ，それを廃止することを選ぶとすると

どうなるのか。そして，その結果はどうなる

のか。このことは，少なくとも活字の上では，

テスト審議会が探究しようとしたものではな

い。しかし，テスト事業を支持しながらもそ

の報告書の行間にみせた審議会の戸惑いを読

みとれば，これは探究に値する。」（43）

　これは，審議会の結論に対するシュドソン

の反対の立場を明示した部分である。しかし，

これは，ある意味では，審議会の葛藤の所産

に対する理解を示した部分でもある。そして，

それは審議会の勧告内容のある面に対する評

価として現れている。

　ところで，高等教育の質を評価する際に選

抜度（selectiv豊ty）が主要な基準であり続ける

傾向と，それが中等教育の進学指導に与える

悪影響とをシュドソンは大ぎな問題点と感じ

ている。そして，将来の方向としては，高等

教育の質そのものがもっと多元化した概念

（d雄erentiatednotio簸）として定着し，それ

によって，中等学校がもっと自由に生徒の教

育を考えることがでぎるようになることが望

ましいとしている。（鰯

　審議会の勧告内容に対する彼の理解ある態

度は，彼の主張に適合する面をもつところの

教育機能を追求するテスティングヘの評価と

なって現れている。この教育機能は，CEEB

が過去において一顧だにしなかった面であ

り，さらには，配分機能とは相容れないもの

と，シュドソンは断じている。

　rCEEBが『教育』機能を最良に果たすに

は，その『配分』機能を完全に放棄すること

を提案するのが合理的であろう。（そして，

種々様々なテストや良質の診断テストが大学

入試のためではなく，生徒の自己評価のため

に利用される限り，それらをETSが開発す

る理由がまだ十分に存在するであろう。）」（45）

　しかし，シュドソンは最終的にはCEEBの

テスト事業に対する批判を根底にもつのであ

り，彼が本質的には審議会報告書を批判的に

論ずることには変わりはない。つまり，教育

機能に対する彼の高い評価も，配分機能との

本質的な対立関係を指摘するための布石とし
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て位置づけられていると考えることができ

る。

　教育機能に対立するとして批判された配分

機能では，志願者と大学が関心や能力などの

面でうまく適合するようなテストや関連情報

の利用法に注意が払われる。それは審議会が

現実を改革していく方法原理として採用した

対称性の原理によって最もうまく展開される

機能である。したがって当然のことに，この

配分機能と関わる側面の対称性原理もまた

シュドソンの批判の対象となる。

　それは，CEEBが従来からターゲヅトにし

てきた中流層や中流上層の出身生徒にとって

のみ有効であるとする批判である。つまり，配

分機能に関わる対称性の原理は，r大学志願者

のなかで自分の居住する州の大学に進む

80％の生徒にとってはあまり重要ではなく，

地域のコミュニティ・カレッジにしか進めな

い生徒にとっては全く意味をもたないであろ

う」（46）ということになる。

　以上，テスト審議会の報告書に対するシュ

ドソンの見解をみてきた。彼は，要するに，社

会階層の間の不平等の問題に主要な関心があ

り，そこに視点をおいて批判をおこなってい

る。これは，60年代後半に高揚した平等主義

の一つの立場を反映しており，それは，r階層

化という基本的な問題に立ち向かうことなし

に，メリットクラシーの機構をさらに整備す

ることを通して，個人の移動を促進しようと

求める」（47〉改革運動に対しては，厳しい批判

をおこなうことになる。

　したがって，結局，彼の意図は審議会の勧

告よりも，CEEBのテスティング自体を徹底

して批判することにあったと理解でぎる。こ

のため，審議会報告書に対する彼の批判的論

評が，それの意義を完全に否定したと結論す

ることはでぎない。

　それは，立場が明確であるだけに本質をつ

いている面もあるが，現実の改革課題を一歩

でも進めていく上での報告書の意義の側面に

対しては，その批判の範囲外におぎがちであ

る。したがってこの点を考えて，こんどは審

議会報告書に対する反応を実施者の側からみ

ていくことにする。

4、2実施的立場からの見解

　実施的立場から審議会報告書に対して検討

をおこなったケースを求めてみると，それは

ETSのスタヅフのまとめた報告書（48〉が注目

できるであろう。このETS報告書は，テスド

審議会の事務局長を務めたCEEBのマニン

グ（Man謡ng，W．H．）が1971年の7月にETS

に働きかけて，その結果，審議会報告書の検

討チームにより提出されたものである。した

がって，この報告書の性質は以下に述べるよ

うに，CEEBやETSの関係者を対象にして

おり，その意味では内部的資料である。

4、2、l　ETS報告書の性質

　ETSに編成された審議会報告書の検討

チームは，以下の4つの流れの道筋にそって

の分析を進めたが，これはCEEBがあらかじ・

め指示した条件であった。（喚9〉

①勧告・提案の評価一審議会報告書の各

　　提案を現在の発展状況に照らして評価す

　　ること

　②実行可能性の判定一内容と手続ぎの両

　　面にわたって，改革に進むための実行可

　　能性を判断すること

③優先順位の設定一将来性のある実行可

　　能な委員提案を順序立てて実施に移すた

　　めの優先順位を設けること

④計画概要の立案一時間・費用・人員と

　　既存の研究・事業の発展状況を考慮して

　　実施計画の大枠を立てること

　これから明らかなようにETSの検討チー
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ムに期待されたのは，大局的な視点からの審

議会報告書の批判的検討というよりは，それ

の実施に向けた各委員提案の取捨選択を検討

するということである。もちろん，CEEBと

ETSとの関係を考えれば，このような検討の

方向性は当然のことといえる。

　検討チームは審議会報告書の個別編に展開

された委員提案をテーマ別に検討・整理し，そ

れに応じて6つの班（50）を編成した。そして，

それぞれの班で分析作業を分担して各委員提

案の取捨選択を進めた。最終報告書は，班ご

とのまとめを基本にしており，その構成は

ETSとしての実施計画を提案した前半部分

と，その基になる理由説明（positionpaper）

の後半部分とから成っている。それはそれぞ

れのテーマのなかで独立しており，極めて実

践的な課題に即した内容と体裁になってい

る。

　したがって，ETS報告書のなかには，これ

まで紹介してぎた報告書総合編の基本的な勧

告内容に関わる部分が直接かつ詳細に述べら

れてはいない。しかしながら，部分的には，そ

うした側面に対する判断をおこなっている箇

所がみられるので，それを材料にして実施的

な立場からの評価を分析してみることにす

る。

4．2．2教育機能に対する講瑠薦

　審議会が勧告したテストの教育機能に対す

る評価が，MITの入試部長スレッシャー副委

員長の提案を分析した検討チームのなかにみ

つけることがでぎる。

　スレヅシャー委員は，測定技術上の発展に

支えられたCEEBのテストが教育評価の道

具としての有用性と便宜性ゆえに，逆に，中

等教育のカリキュラムや教育方法を規制する

ことになったり，あるいは知識の構造や知的

能力の性質に関する生徒の観念に歪みをもた

らしたとする問題点を指摘した。そして，そ

うした事態を改善するために教育評価の代替

的なアプρ一チの必要性を主張した（51）。この

意味では，審議会のなかでもCEEBの現行の

テスト事業に対して，教育的意味を問う観点

から最も批判的な意見を表明した委員の一人

であった。

　彼が提案した改善案のなかで，ETSの検討

チームが主として採り上げたのが，r自己評価

方式のテスト事業」のテーマである。このテー

マに関する提案内容の要旨は本論文の付録資

料の12潰～12．4に相当する。それを要約すれ

ば，っぎのようにいえる。

　彼は，現行のATPのテスト事業の教育機

能を高める方向を促進するものとして，中等

学校の教育内容との関連からSATのような

適性テストよりもACHのような学力テスト

を重視することとし，また知的能力に対する

生徒の責任ある自覚を奨励することから生徒

自らが採点し，自己評価するようなテスト事

業の導入を提案したのである。（52）

　これに対して，ETSの検討チームは以下の

ように判断している。

　rスレヅシャーの提案するタイプのテスト

を現行のATPのテストに替わるものとして

考えれば，それは実行に移すことが極めて困

難である。というのも，ATPはまさに高等教

育への競争的なアクセスのシステムの一部分

となっているからである。⑭轡・（中略）麟一

また，スレッシャーはATPのテスト事業が

少なくともある程度までは，その教育的な価

値を高めうるような計画を展開している。し

かしながら，ATPのテスト事業は主として

配分機能と資格証明機能に役立つようにデザ

インされている。もしも，スレシャーの提案

が採択された場合，ATPのテスト事業はこ

れら2つの機能を有効に果たし続けることは

でぎないであろうし，あるいは，極めて高い
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費用がかかるテスト事業になるであろ
う。」（53）

　以上のように，ETSの検討チームは大学入

学のためのテスト事業であるATPには，ス

レシャーの提案する教育機能の発現は事実

上，困難であると判断している。これは，大

学入学の競争的な状況においては，配分機能

と資格証明機能は教育機能と両立でぎないと

いう考えを示したものと解することができ

る。

4．2。3　対称性の原理に対する評緬

　「サービスにおける対称性」のテーマの検討

班がおとなった分析は，審議会報告書の方法

原理として導出された対称性原理に関わる点

で重要である。このテーマでは，コールマン

委員とハーゼイ委員の提案を中心にして分析

をおこなっているが，それは付録資料のなか

の3．1～3．4と6．1および6．2に該当してい

る。

　コールマソ委員は，対称性の実現を推進す

る方向として，CEEBの提供すべぎ大学情報

の内容とその内容をコソト・一ルする主体の

問題と，志願者個人の多面にわたる能力評価

の機会の問題を重視し，そしてこれら問題が

政策のレベルで一貫して討議されることを保

証するものとしてCEEBの組織機構の改革

を具体的に提案した。この機構の改革案は，

CEEBが大学と志願者の間の真の仲介者
（true　intermediary）として行動するための

要件として，そして両者の利益の一致を追求

することを保証する要件として，コールマン

委員の提案の基本となっている。（54）

　ハーゼイ委員の提案は，対称性の追求を制

度的にどのように保証していくかというコー

ルマン委員の提案趣旨よりも，むしろ対称性

をどのように手段化していくかという技術的

な側面に関心を寄せている。そこでは，彼は，

対称性の実現を単なる体系的あるいは網羅的

な情報サービスの提供にではなくて，大学と

志願者に関する入力情報と出力情報を，例え

ば対話形式のコンピュータr・システムを利

用して，両者の効率的な相互選択に役立たせ

るような大学入学サービス事業に求めてい
る。（55）

　このテーマに関してETSの検討チーム

は，まず，対称性という概念に対する彼らの

見解を一般的にコメントして，その後にコー

ルマンとハーゼイ両委員の個別提案を実行可

能性の観点から評価している。その一般的な

コメントのなかで，以下のように判断したと

ころがある。

　rCEEBのサービスの対称性は教育機関対

志願者という観点から保証されねばならない

とする審議会の幾人かの委員の考えには，わ

れわれは全く同意でぎない。教育機関がなけ

れば，志願者もないのである。CEEBとETS

の第一の顧客は高等教育機関であって，志願

者ではないことは明らかな事実である。この

ように厳しくもはっきりと述べるその意味

は，志願者に対してCEEBのテストの受験を

要求してCEEBとETSに税制上の特権を与

え続ける会員大学が存在する限りでのみ，

CEEBおよびETSは志願者と大学を援助し

うるのであるということにある。」（56〉

　これは全く容赦のない語調の文章である。

審議会報告書が採用した対称性の原理の基本

的前提に対する本音が吐露されていると解す

ることがでぎる。そこに，会員大学の意向と

その利益を基本にする会員制組織の問題と対

称性原理の追求が根本的には対立せざるえな

い構造が看取できるのである。
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5．現在における報告書の意義

5．且報告書の受容プロセス

　当時の批判的および実施的立場の両見解を

分析した結果，70年代のエクスターナル・テ

スティングの役割を提言する使命を遂行する

ためにテスト審議会が提出した報告書は，rテ

スティングの教育機能」とr対称性の原理」の

2つの概念において新機軸を打ち出したこと

が理解でぎる。また，rテスティングの配分機

能と資格証明機能」はCEEBの従来のテスト

事業の実際を反映した概念であったことも明

らかである。

　審議会委員のリベラルな教育観の限界性を

指摘する批判的立場のなかに，テスティング

の教育機能に対する考えを支持する面をみた

り，他方，審議会の考えを現行のテスト事業

の発展の指針とする実施的立場のなかに，テ

ストの教育機能あるいは対称性の原理の根本

理念を批判する面を知ることがでぎた。こう

した評価の多面性は審議会報告書の打ち出し

た概念がまさに受容のプρセスにあり，関係

者や社会の淘汰を経てこれから変容し定着す

る可能性を示すものとみることができる。

　したがって，つぎの作業としては，こうし

た性質をもつ審議会報告書が70年代を経て

80年代の現在までにどのような影響力を

もってぎたのか，そして現在においてどのよ

うな評価をされているのかについてみる必要

がある。それは大学入学者の選抜あるいは高

等教育へのアクセスにおけるエクスターナ

ル・テスティングの課題そして将来の発展

とその役割を理解する上で一つの重要な知見

を提供すると考える。

　しかし，現在における影響力や評価につい

て分析する作業はかなり困難であることを覚

悟しなければならない。その理由は，①時が

経過するにつれて，審議会報告書に対する詳

細な論評がおこなわれる機会は少なくなるこ

と，②審議会報告書の勧告や各委員の提案が

テスト事業の現場において実質化しているの

を実証的に把握するのはひとつの独立した

テーマとなること，の2つを挙げることがで

ぎる。

　上の2点を考慮にいれれば，ここで上記の

課題に関する十分な分析をおこなうことは不

可能であるので，現時点では，審議会報告書

のなかの主要概念の一つである対称性の原理

がどのように認識されているかという側面に

限定して分析を進めることにする。

　5．2対称性の理念の評緬とその影響

　ETSの研究スタッフであったハートネッ

ト（Hartnett，R．T。）とフェルドメサー（Feld一

鵬esser，R．A．）の二人は，AAHE（A鵬eric鍛

Associatio麓for　Higher　Education，全米高

等教育協会）の1980年の紀要（57〉に大ぎな反

響を呼んだ論評を寄稿した。

　彼らの論評の意図は，一握りのエリート大

学を除き大多数の大学が入学者の選抜のたあ

にデザインされたSATを実際に利用しない

にもかかわらず，その受験を要求している実

態を明らかにすることと，その実態が何故に

SATの要求中止に繋がらないのかを批判的

に論ずることであった。CEEBが主宰する

ATPのテスト事業の縮小にもつながりかね

ない問題点の指摘が，ETSの内部のスタッフ

からでてぎたのであるから，この論評は大ぎ

な注目を引いたのである。（58）

　その論評のなかにテスト審議会報告書につ

いて触れた部分がある。

　「ほぽIO年前に，テスト審議会は『対称性』

の原理を提唱した。その原理が実現すれば，大

学が志願者について知るのと同じだけのもの

を志願者が大学について知ることがでぎるこ

とになり，その結果，志願者の合理的な大学
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選択が促進されることになるはずであった。

しかしながら，志願者に利用可能な情報はそ

の当時からそれ程多くは増えることがなく，

1977年には再び，『志願者の大学選択の情報

改善に関する全米対策会議（Natio鍛l　Task

Force　on　Better　In｛ormati（）n　f（）r　Student

C盤oice）』は，多くの点でテスト審議会と同

じ内容の勧告をせざるをえなかった。」（59）

　ハートネットらの指摘を通して，テスト審

議会の勧告がテスト事業の重要な指針となっ

ていたことが理解でぎるし，同時にそれが実

態としてうまく展開しなかった70年代の状

況も読み取ることができる。そして，その状

況が今の80年代にも引き継がれていること

は，容易に推し測ることがでぎるのである。つ

まり，テスト審議会の提唱した対称性の原理

は’80年代においても依然として追求される

べぎ理念であり続けるとみることがでぎる。

　そのことは，ATPというテスト事業とそ

れに関連する諸々のサービスについて体系的

に詳しい説明をしたCEEBのATPハンド
ブック（60〉のなかに証明されていると考える。

　このATPハンドブックのなかに，テスト

審議会から直接の影響を受けて事業化された

ものとして，SDQ（StudentDescriptiveQues－

tionaire，受験者アンケート票），SRS（Sum－

mary　Reporting　Service，受験者情報に関す

る提供サービス）そしてSSS（Student

Sear磁Service，志願者募集サービス）の3

つが説明されている。

　SDQは1971年にATPのテスト事業に導

入された受験者のプ・フィール調査である。

それはATPの受験生に対してテストの受験

時に回答を依頼する質問紙票であり，その質

問内容は在学成績，課外活動，社会・経済的

背景，大学での勉学計画大学在学時におい

て必要な特別の援助という項目からなる。そ

して，このような受験者のプ・フィールと

ATPのテスト得点（SATやACH）を小冊子

に要約して報告するサービスがSRSであ

る。その要約の対象集団はとくに当該年度の

中等学校の最上学年生（シニア）に限定して

いる。これは72年から始まり，現在ではその

報告書は個別大学・中等学校単位，州単位，広

域単位，全国単位に分けて要約されている。

　また，主として大学を利用者として志願者

の募集に役立つ情報の提供をサービスする

SSSは，ATPおよび奨学資金事業のテスト

に利用されるPSAT（Prdim餓ary　S磁oぬs－

tic　Aptitude　Test，進学適1生小テスト）の受

験者に関する情報をカバーしている。これは

72年から導入された有料のサービス事業で，

参加大学は受験者の情報に基づぎダイレク

ト・メールなどを通して適当な受験者と接触

することになる。

　これらSDQ，SRSそしてSSSが先述した

ように，ATPハンドブックの説明のなかで

テスト審議会の提言した対称性の理念を具現

したものと位置づけされているが，それはテ

スト審議会に関わる課題とともに以下のよう

に語られている。

　rSDQの導入とその情報を活用したサービ

スの開発は，教育機関と志願者個人の両方に

役立つ点で，ATPの事業能力に意味ある次

元を加えるものである。その情報は基本的な

事実資料に限られてはいるけれども，それは

ある大学とその大学にとって望ましい特性を

もつ志願者との間でより正確な情報交換をお

こなう可能性を開くものである。このように，

SATやACHのテスト得点結果を分析する

ための土台を提供することは，CEEBは『志

願者と大学の両者に利用できる大学入学に関

する情報を増やし，それを洗練すべぎであ

る』，とするテスト審議会の勧告に応えるもの

である。しかし，幾つかの点で，現行のテス

ト事業は審議会の理想とする目標の全てを実
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現してはいない。例えば，SSSは審議会が奨

励した大学のための情報サービス（Student

Locater　Service）を体するものであるが，対

称性の原理に則り志願者に直接役立つことを

意図した志願者のための情報サービス（CoL

丑ege　LocaterService）をま十分な関心が得られ

ぬまま事業としての導入に失敗した。しかし

ながら，審議会自体もこの領域には多くの問

題点を予見していたし，そのため，『たとえ比

較的未発達なシステムであると思われても，

現在において可能なものを同時に実施してい

くことを探索的という理由で禁止するのは許

されるべぎではない』と主張している。これ

からも，『志願者および大学とその教育内容の

両面について包括的かつセンシティブな情報

を利用可能にする』という審議会の目標に向

かって努力し続ける必要があるけれども，

SDQとSRSとSSSはそうした方向に向か
う積極的なステップである。ATPは審議会

報告書以後の10年を経て，将来性ある歩みを

始めている。」（61）

　ATPハンドブックという資料の性質を考

慮すれば，上に述べられた対称性の原理とテ

スト事業に関わるサービスの実態との関係に

関する評価を文字通り受けとめるわけにはい

かないが，しかし，それを踏まえたとしても，

今後もしばらくは対称性の原理がSDQや

SSSなどの具体的なサービス事業のなかで

理念として生き続けていくこと，あるいはそ

れが実際のテスト事業への課題として続くこ

とを察知することはできる。

お　わ　り　に

　大学入試に関する文献や資料を調べた限り

で述べれば，わが国においてテスト審議会の

報告書についての紹介はこれが最初である。

このような重要な意義をもつと考える報告書

がいままで紹介されなかったのは，この報告

書自体のもつ実践的性質がアッカデミヅクな

研究関心に触れなかったためであろうか。あ

るいは，それは報告書が扱う主題の限定性，す

なわち大学入試そのものでなくて，それに関

連したエクスターナル・テスティングという

いわば周辺的な主題であったためであろう

か。

　いずれの理由にしろ，r共通テスト」やr新

テスト」が論議を呼んでいる現況にあっては，

米国の審議会報告書の存在はわが国において

も確実に認識される必要があるし，その勧告

内容は分析するに値すると考える。そして，大

学入試の文脈のなかにエクスターナル・テス

ティングという軸を挿入することは，従来か

ら多く紹介されてぎた米国の大学入試問題と

は異なった興味ある次元を浮かびあがらせる

と考える。

　審議会報告書でも指摘されていたように，

エクスターナル・テスティングは単に大学入

試との関係にとどまらず，広く教育そのもの

に関連する主題の拡がりをもっているのであ

る。つまり，この報告書は形式的にはCEEB

やETSの問題を論じたけれども，実質的に

はエクスターナル・テスティングの一般的問

題を論議したものと理解でぎる。もちろん，こ

の報告書のその論議の内容を全てにわたって

紹介・要約することはできなかったけれども，

その基本的な事項については網羅したと考え

る。

　ところで，現実の大学入試においては依然

としてテスティングの選抜機能も重要な役割

を果たしている。それは大学側の選抜と志願

者側の自己選抜という両側面において現れて

いる。その意味では，審議会報告書の配分機

能・資格証明機能そして教育機能というテス

ティングの3機能をみるとき，われわれは常

にこれら機能がこの選抜機能に対するオール
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タナティブになっていることを忘れてはなら

ない。

　そのオールタナティブの一つとして新しく

登場した教育機能は，現実にどのように具体

化されあるいは展開されるのかいまだ手掛か

りが示されていない。また，対称性の理念と

密接に関わり，現在において実践レベルで追

求されている配分機能もその展開はこれから

である。米国の審議会報告書を通してみたエ

クスターナル・テスティングの問題は，わが

国の大学入試を考える上での刺戟と有意味な

情報を提供してくれると考える。

（註）

　以下で使用するマル付ぎ番号は参考文献・資料

一覧の番号に対応するものである。

　（1）④，PP．21－22．

　（2）⑦，PP．1－30．

　（3）ATPのテスト事業についての和文紹介は，

　　⑳，⑳，⑳，⑳を参照。

　（4〉ETSについての詳しい和文紹介は，⑳，⑳，

　　⑳がある。

　（5）④，P．13．

　（6〉⑧の1972年版～1984年版によると，中等学

　　校在学中にSATかACHのいずれかを受
　　験した経験をもつ最上学年生（シニア）の

　　各年度受験者数の推移は，以下の通りであ

　　　る。

　　　　　（年度）　（延べ受験者数）

　　　　　1971－72：1，081，000

　　　　　　72－73：1，072，935

　　　　　　73マ411，045，273

　　　　　　74－75：1，064，540

　　　　　　75－76：1，063，488

　　　　　　76ヲ711，027，962

　　　　　　77－7811，034，096

　　　　　　78－79：1，037，524

　　　　　　79－80：1，047，392

　　　　　　80－81：1，049，351

　　　　　　81－8211，040，550

　　　　　　82－83：1，012，537

　　　　　1983－84：1，037，814

　（7）⑱．

　　Ibid．，P．2．

　　Ib童d．，pp．2－3．

　　ibid．，pp㍉4－5．

　　亙bid．，p．6．

　　④，P．L

　　Ib玉d．，pp．1－10．

　　APPにっいては，⑳に詳しい紹介がある。

　　しかし，APPがCEEBのテスト事業として

　　導入された背景については，あまり触れら

　　れていない。その背景は，この事業の基本的

　　性質を理解するのに役立つと考えるので，

　　ここに簡単に紹介しておく。

　　APPは1956年にCEEBの事業として導入
　　された。その前年にはフォード財団が一般

　　教育の問題と関連して，手リート大学への

　　早期入学の実験を推進し，教育界に大ぎな

　　波紋をおこしていた。そして，これに反発す

　　る大学や中等学校が，早期入学に匹敵する

　　利益を学校在籍者に提供しうる一般的な措

　　置を要求することとなった。このように，．

　　CEEBがAPPを事業として引き受ける背
　　景に教育界の葛藤状況があった事実を指摘

　　しておきたい。

　　以上の内容は，③，pp．！009－1015を参照。

（19CLEPは1969年に始まったテスト事業で

　　ある。これは教育機関に在籍しない者が大

　　学の一般教育の単位を取得するためのテス

　　ト事業である。詳細は，③，pp．1G174023を

　　参照。

（1④　CSSは1954年に導入され，財政援助を申し

　　込む大学志願者の需要額の算定をおこなっ

　　たり，奨学資金事業の実施の援助をする

　　サービス事業である。⑨，p．4には，1970年

　　代の終り頃には，この事業を利用する教育

　　機関数と志願者数でATPのそれを上回っ

　　た事実が指摘されている。

（1の　CEEBの歴史を記述した基本文献はあまり

　　なくて，②，⑫，⑬の3点がそれにあたる。

　　また，⑥は最近までの発展を簡潔に素描し

　　た点で便利な資料である。

　　なお，とくにATPのテスト事業を歴史的に

　　概観するには，①，pp．1－4と⑨，pp．1－9を

　　参照。

　　テスト審議会の委員の資料となったのは，

　　⑯であるが，これは，とくにテスト審議会の

　　ために準備されたものである。当時までの

（8〉

（9〉

（io）

（11）

（吻

（1鋤

（14）
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　　テスト事業の発展状況を理解するには便利

　　な資料である。

　　わが国の文献でCEEBの歴史的発展を知る

　　には以下の2点が便利である。まず，CEEB

　　の政策史を20年代初期まで詳しく分析し

　　たものとしては，⑳がある。また，その設立

　　から60年代までの発展を素描したものに

　　は，⑳がある。

（1紛④，P．1L

（1g）　Ibid．，p．27．

（2①　エクスターナル・テスティングが論争され

　　始めた時期やその経緯は正確にはわからな

　　い。例えば，⑩は教育関係団体によるエクス

　　ターナル・テスティングに関する批判的報

　　告書を紹介しているが，これからすると，少

　　なくとも教育場面においては，50年代後期

　　頃には論争状況にあったと推察する。

⑳ACTについては，⑳に詳しく紹介されてい

　　る。

（鋤④，P．28．

（23〉　Ib量d．，P．28。

（24）　五bid。，p。31．

（25〉　Ib蓋d．，pp。33－34．

（26）　Ibid．，p．36．

（27）　Ibid．，P．4（）．

（28〉　Ibid．，p．51）．

（2g）　Ib量d。，pp．53－54．

（30〉　Ibid．，PP．5（）一51。

（31）　Ibid．，p．51．

（32）　Ib量d．，pp．51－52．

G3〉⑤，P．19。

G4）④，P．55。

（35）　Ib量d．，P．56．

（36）　Ibid．，P。57．

（37〉　Ibid．，P．59．

㈲⑲．
（39）⑳．

（40）⑮または，⑳を参照。

傾）⑳，PP。34－35．

（42〉　Ibid．，P．68．

（43〉⑱，P．，578。

（44）　玉bid．，p．578．

（45〉　Ibid．，PP．578－579．

（46）Ibid．，P．578．

　　シュドソンのこの対称性原理に対する批判

　　は，テスト審議会のハーゼイ委員の提案に

　　対するスレッシャー委員のコメント部分

　　（⑤，p．61．）を援用したものである。

　　⑳P．39．

　　⑪。

　　互bid．，P．　i．

　　6つのテーマとそれに含まれる主要な提案

　　部分（カッコ内に巻末の付録資料の提案番

　　号とその委員名を記す）は，以下の通りであ

　　る。

　　a．テスト事業の重複（1．i，L2：キャ・ル

　　委員の提案）

　　b．現行のテストの改善（2．1，2。2，4．21

　　キャ・ル委員およびフリーデンバーグ委員

　　の提案）

　　c。サービスの対称性（3．1，3．2，3．4，6．1，

　　6。21コールマン委員とハーゼイ委員の提

　　案）

　　d．ガイダンスおよびアセスメント・サービ

　　ス（5．1，5．2，5．3，11．1，！1．21ゴードソ委

　　員，スク・スバーグ委員およびホイ委員の

　　提案）

　　e．進路選択テストの開発（8．1，8．2，8．3，

　　10．41ピアソン委員およびマーランド委員

　　の提案）

　　f．自己評価方式のテスト事業（12．1，12．41

　　スレヅシャー委員の提案）

（5D　スレッシャー委員の意見は⑤，pp．125－139．

　　を参照。

　　Ibid．，PP．146－154．

　　⑪，　pp．8！－83．

　　⑤，PP．25－28．

　　Ib量d．，pp．51－57．

　　⑪，P．45．

　　⑭，PP．3－6．

　　ハートネットらの論評についての紹介と彼

　　らのETSにおける立場については，⑰，pp．

　　230－236に詳しい。

（59）⑭，P．5．

60）⑨．これはATPハンドブックの第二版にあ

　　たり，第一版は①である。

61）⑨，P．117、

＠7）

（姻

＠9）

（50〉

（52〉

63〉

64〉

（5勃

（5㊦

（57〉

㈱
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（付録資料）

報告書第2編（個別編）の委員提案要旨

以下の事項をCEEBに対して提案する。

1．1　各種テスト機関と関係大学との間で相互

　　協定を結ぶため，各種テスト機関に研究協

　　力を呼びかけるr大学入学及び奨学資金に

　　関するテスト協議会」の設置を，ACE（全

　　米教育評議会）等の組織に働きかける。こ

　　れにより，各大学は各種テストの得点を入

　　学許可のために等しく利用することが可

　　能である。

L2　上記のテスト協議会の委託する研究・開発

　　は，大学成績等の基準変数を予測する観点

　　に立った方法の確立を基本とすることを

　　提案する。

（以上は，　C3rroH，」．B．の提案）

2．1以下の線にそったSATの改良可能性につ

　　いての調査研究に助力する。

a。　語彙理解や語彙学習に関係する言語技能

　　を主として測定し，推理能力の要素を減じ

　　たテスト項目群を開発する。

b，　言語技能に大きく依存することなく推理・

　　推論能力を主として測定するテスト項目

　　群を開発する。

c、　計算技能を測るテスト項目群を減少させ，

　　代わりにSATとは別形態の学力テストに

　　おいてこの方面の能力を測定する。

d、読解力の要素を減少させるためにあるテ

　　スト項目群をヒヤリング形式で実施する。

e．SATで測定する諸能力とは独立性の高い

　　知的学習能力を測定するようなテスト項

　　目群を開発する。
歪
．
　 大学での各分野の教育内容における成績

　　に限定せず，それ以外の諸能力の発達を基

　　準としたSATの妥当性を検討する。

2．2上述した内容のテストが実現および採択

　　できた場合，新しい（改名もありえる）SAT

　　を教育機関と志願者の両方に適切な方法

　　で段階的に普及していく。

（以上は，Carrol1，」．B．の提案）

3．1大学についての関連情報を体系的に収集

　　し出版する。それら情報の性質は大学，志

　　願者，　高校の三者代表が運営する組織が

　　決定する。

3．2　志願者の少数の特性を直接に比較でぎる

　　標準テストに加えて，　大学の関心に適合

　　し，かつ高校教育及びそれ以外の所で発達

　　してぎた志願者の特別の能力をみるため

　　に，　多種多様な学力テストの受験機会を

　　提供する。

3．3　大学並びに志願者についての相互の情報

　　は，両者が積極的に認める場合にのみ提供

　　する。

3．4　大学と志願者の利益の対称性を具体化す

　　るためにCEEBの管理機関を改革する。

（以上はColeman，」．S．の提案）

4．1学力テストや適性テストのみならず，大学

　　と志願者のマッチングという観点から相

　　互選択に役立つような診断テストを提供

　　する。

4．2在学成績や就学の代替（法律の上で可能な

　　場合）として全国基準集団に基づく解釈可

　　能なテスト得点を与えるために，高校上学

　　年あるいは大学の転学希望者に対して各

　　種テストの受験機会を提供する。

（以上はFr量ede熟berg，E。Z．の提案）

5．1志願者の成績についての定量的な報告に

　　加えて，既存の各種テストの定性的分析を

　　通して各種の学力のパターンに関する報

　　告が可能であるかを探る。

5．2各種の学力を幅広くみることに加えて，

　　認知面及び感情面の諸機能についての記

　　述的・定性的分析を行うための適切な手続

　　きとテスト項目の開発をおこなう。

5．3　個性的な教育計画を奨励するような形で，

　　上述の新しい手続ぎとテストの質的豊か

　　さを志願者と教育機関に伝達する報告シ

　　ステムの開発をおこなう。

5．4継続教育において多様で広範にわたる人

　　的能力などを適切に活用するために，従来

　　からの色々な教授形態を改善するのに必

　　要となる方法の解明に役立つような研究

　　の発展を考える。，

（以上はGordon，E．Wの提案）

6．1大学入学サービス事業を早急に設置して，

　　対称性の原理の完全な実現に向けて努力

　　する。事業の目的は以下の通りとする。

a，　志願者の二一ズと能力に合う大学につい

　　ての指導・助言をおこなう。
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b．大学教師団と協力して，入学者集団を構成

　　する際に大学がそれぞれの可能性を最良

　　に発揮する共同体となるよう援助する。

｛O．志願者に対して個人に関する診断及びガ

　　イダンスの結果を提供する。

6．個別大学に対し自校の評価に関する内容

　　を提供する。

6．2以上の目的に対し，事業および研究の両

　　方を同時に推進するために印刷技術とコ

　　ソピュータ技術を利用する。

（以上ばHersey，」．の提案）

7．丑CEEBのス穿ッフに占める少数民1族出身

　　者の採用比率を社会の構成比率が充分に

　　反映でぎる水準にまで引き上げ，会員校の

　　関与も高める。

7．2上記と同様の趣旨でCEEB構成員の比率

　　も変える。

7．3同様の方向に理事会の構成を改めるよう

　　努力する。

7．4現在の財政運営を検討し，事業活動の拡大

　　に向けて教育機会均等事業の分野に支出

　　でぎる資金を徹底的に見直しする。

（／ノ．上はHoy，∫．C．の提案）

8．■テストの測定内容の範囲を大幅に拡げる

　　措置を採り，大学入学後の成績の優劣を予

　　測する測度以外に生徒の基礎学力の測定

　　をもおこなう。

8、2職業や中等教育後の技術教育に進むため

　　の資格・適性を質的に評価する可能性につ

　　いて，適切なテスト及び手続ぎの開発に向

　　げた試行研究を先導し推進する。

8．』3上述の研究に基づく成果や経験から実り

　　が期待される場合，就職希望者と大学進学

　　希望者を含む全ての高校卒業者にテスト

　　の対象を拡大し，それに沿ってその名称を

　　r進路選択テスト事業」等の適切な方向に

　　変更する。

（ジ、．上ぽMarl灘d，S．P．の提案）

9．■本報告の中で述べた種々の論争点，情報

　　源，技術的問題点を配慮しながら，大学情

　　報の収集・評価・解釈に関する研究・開発

　　事業を援助する。

9、2上記の研究・開発事業をコンピュータ情報

　　システムの基本となるソフトウェアの開

　　発に段階的に貢献させる。

9．3研究・開発事業で開発した情報を，コγ

　　　ピュータ・システム化に至るまでの間，印

　　刷形式で出版する。これにより，可能な限

　　　りの多くの情報を極めて早い時期がら志

　　願者が利用でぎることになる。

（以上はPace，C．R．の提案）

10。！　高校最上学年に至るまでの過程において，

　　進学の計画や決定に役立つためのテスト

　　　及びその他の情報を幅広く提供すること

　　　を，テスト事業の主たる政策として採択す

　　　る。

10．2進学希望者の利用のために個別大学に関

　　　する情報を客観的かつ体系的に提供する。

　　　この種の情報は大学が通常供給する内容

　　　と異なるべきものであり，また，大学環境

　　　についての情報に限ることなく特定の教

　　　育分野への入学とその後の成功に期待さ

　　　れる能力・学力をも含むべきである。

10．3　入学許可やプレイスメントに利用される

　　　テスト結果を大学に提供するために，大学

　　　のタイプの違いに応じて3種類から5種

　　類に分割した形の報告書を継続して提供

　　　する。さらに，この種の情報をコンピュー

　　　タでシステム化する試みを始め，必要な時

　　　に必要な形態で大学が利用できるものと

　　　する。また，志願者のプライバシーを守る

　　　ための基準を設定して，志願者に必要であ

　　　るが大学の利用に適切でない情報は志願

　　者のみに報告するものとする。

10．4　上記の報告事業では情報の無駄や重複を

　　避けることになるので，特定の大学集団並

　　　びに高校に在籍しない進学希望者のため

　　　には補完的な性質のテスト事業をおこな

　　　う。

10．5　以上に提案した諸目的を政策として継続

　　　的に検討し，改革案の時機と範囲を評価す

　　　るために継続的な調査研究を準備する。

（以上はPe3rson，R．の提案ク

11．1継続教育におけるガイダンスのために広

　　域セソターを設置する。

1L2それら広域センターに期待する事業とし

　　　て以下の内容を検討する。

　a．評価及び助言サービスの提供

零
D
C
d

テスト利用による単位認定制度の開発

ガィダンスに関する授業科目の開設

スタッフ養成のための新しい教育方法の利

用
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　e．実験及び研究の遂行

1L3広域センター並びにCEEBの全国的な規
　　模の事業に生徒が参加する機会を設ける。

11．4　CEEBの名称と機能をr継続教育入学委員

　　会」に変更する。

（以上はSchlossberg，N．K．とHoy，」．C．およ

　　びGordon，E．W。の提案）

12．1　テスト実施後，テスト問題項目毎の解答に

　　ついての詳細な説明資料を提供して，受験

　　者が自己評価できる方式のテスト事業を，

　　現行のテスト事業に加えて普及させてい

　　　く。

12．2　とくに中等学校の教師を上記の新しいテ

　　　スト事業や現行のテスト事業の問題作成

　　に大幅に参加させる。

12．3　テスト問題の作成において表面的妥当性

　　ないしはカリキュラム妥当性を重視する。

　　つまり，教育的なメリットをもつテスト問

　　題を重視する。

12．4　テスト実施後に受験者集団を実験的に募

　　　り，テストの評価についての論議に参加さ

　　せる。

（以上は丁簸resher　B．A．の提案）

13．1重要な基礎学力をみるための標準的な診

　　断テストを積極的に開発する。それは基本

　　的には，現在おこなっている学力テストに

　　類似するものであろう。

13．2大学に対しては上記の診断テストを，受験

　　者の選択条件並びに大学の出題要件に対

　　する自由度の拡大の手段として利用させ

　　　る。

13．3SATは可能な限りの改良をおこないなが

　　　ら当分の間これを実施する。

13．4　会員大学に対して，不変的性質を特徴とす

　　　るSATからもっと可変的性質の各種標準

　　テストに利用を移すことを，漸次勧めてい

　　　く。

13．5信頼性の程度が少し低下しても，テスト項

　　　目数の削減によって各種テストからス

　　　ピードの要素を減少させる。

（以上はThresher　B．A，の提案）

14。1　　（省匪各）

14。2　（省略）

（以上はTiedem繰，D．V．の提案）
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